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電気通信事業法第33条第２項に基づく第１種指定電気通信設備との接続に関する契約約款の一部改正 

別紙 東相制第12-0108号（平成25年１月22日）の補正内容 

旧 新 
料金表 

第１表 接続料金 

第１ 網使用料  

２ 料金額 

２－１ 端末回線伝送機能 

２－１－１ 基本額 

２－１－１－１ 基本料  

月額

区分 単位 料金額 備考

(ｱ) (略) (略) (略)

Ａ 保守

の区別

がタイ

プ１－

１のも

の 

１回線

ごとに

1,314 円

Ｂ 保守

の区別

がタイ

プ１－

２のも

の 

１回線

ごとに

1,314 円

① ②

以 外

の 場

合 

Ｃ ＡＢ

以外の

もの 

１回線

ごとに

1,353 円

(4) 端

末回

線伝

送機

能（第

５条

（標

準的

な接

続箇

所）第

１項

の表

中第

１－

２欄

で接

続す

る場

合） 

端

末

回

線

に

よ

り

伝

送

を

行

う

機

能 

ア イ以

外のも

の 

(ｲ) 当

社 の

局 内

ス プ

リ ッ

タ を

利 用

し な

い 場

合 

② (略) (略) (略)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料金表 

第１表 接続料金 

第１ 網使用料 

 ２ 料金額 

２－１ 端末回線伝送機能 

２－１－１ 基本額 

２－１－１－１ 基本料  

月額 

区分 単位 料金額 備考 

(ｱ) (略) (略) (略)

Ａ 保守

の区別

がタイ

プ１－

１のも

の 

１回線

ごとに

1,300 円

Ｂ 保守

の区別

がタイ

プ１－

２のも

の 

１回線

ごとに

1,300 円

① ②

以 外

の 場

合 

Ｃ ＡＢ

以外の

もの 

１回線

ごとに

1,339 円

(4) 端

末回

線伝

送機

能（第

５条

（標

準的

な接

続箇

所）第

１項

の表

中第

１－

２欄

で接

続す

る場

合） 

端

末

回

線

に

よ

り

伝

送

を

行

う

機

能 

ア イ以

外のも

の 

(ｲ) 当

社 の

局 内

ス プ

リ ッ

タ を

利 用

し な

い 場

合 

② (略) (略) (略)
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(ｱ)  (略) (略) (略) (略)

Ａ 保守

の区別

がタイ

プ１－

１のも

の 

１回線

ごとに

1,640 円

Ｂ 保守

の区別

がタイ

プ１－

２のも

の 

１回線

ごとに

1,640 円

① ②

以 外

の 場

合 

Ｃ ＡＢ

以外の

もの 

１回線

ごとに

1,679 円

  イ 第２

群の伝

送シス

テムを

用いる

も の

（収容

に係る

利用制

限が設

けられ

ている

もので

あ っ

て、カ

ッド内

に単独

収容さ

れてい

るもの

に限り

ます。）

(ｲ) 当

社 の

局 内

ス プ

リ ッ

タ を

利 用

し な

い 場

合 

② (略) (略) (略)

 

 

２－１０ 公衆電話機能 

 ２－１０－１ 基本料 

区  分 単位 料金額 備  考

(1) 公衆電話

発信機能 

当社が設置する公衆電話の電話機等に

より、通信の発信を行う機能 

１秒ごと

に 

1.2657 円       

(2) (略) (略) (略) (略)      

      

 

附 則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、認可を受けた後、速やかに実施します。ただし、この改正規定のうち、第３条（用

語の定義）第 98-3 欄、第５条（標準的な接続箇所）、料金表（第 75 条（工事費及び手続費等の遡及

適用）に規定する工事費、手続費及び負担額（第４表（光信号引込等設備に係る負担額）第２（光信

号引込等設備の撤去に係る負担額）第１号に規定する光信号引込等設備の未償却残高の算定にあ

たっては、改正後の第１表（接続料金）第２（網改造料）２（料金額）２－３（年額料金の算定に係る比

率）に規定する貸倒率によることとします。）を除きます。）、技術的条件集、附則第 18 条、附則（平成

22 年７月 30 日東相制第 10-56 号）及び附則（平成 23 年３月 31 日東相制第 10-7088 号）に係るも

のについては、平成 25 年４月１日から適用します。 

 

 

 
(ｱ)  (略) (略) (略) (略)

Ａ 保守

の区別

がタイ

プ１－

１のも

の 

１回線

ごとに

1,626 円

Ｂ 保守

の区別

がタイ

プ１－

２のも

の 

１回線

ごとに

1,626 円

① ②

以 外

の 場

合 

Ｃ ＡＢ

以外の

もの 

１回線

ごとに

1,665 円

  イ 第２

群の伝

送シス

テムを

用いる

も の

（収容

に係る

利用制

限が設

けられ

ている

もので

あ っ

て、カ

ッド内

に単独

収容さ

れてい

るもの

に限り

ます。）

(ｲ) 当

社 の

局 内

ス プ

リ ッ

タ を

利 用

し な

い 場

合 

② (略) (略) (略)

 

 

２－１０ 公衆電話機能 

 ２－１０－１ 基本料 

区  分 単位 料金額 備  考 

(1) 公衆電話

発信機能 

当社が設置する公衆電話の電話機等に

より、通信の発信を行う機能 

１秒ごと

に 

1.2605 円        

(2) (略) (略) (略) (略)      

       

 

附 則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、認可を受けた後、速やかに実施し、平成 25 年４月１日に遡及して適用します。 
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２～３ (略) 

 

２～３ (略) 

（網使用料の算定に係る措置） 

４ 当社は、この改正規定に係る料金の算定にあたり、災害特別損失額の一部を繰り延べる措置を行

うことから、平成 26 年度に適用する料金表第１表（接続料金）第１（網使用料）２（料金額）２

－１（端末回線伝送機能）２－１－１（基本額）２－１－１－１（基本料）の表中第４欄ア(ｲ)①

欄及びイ(ｲ)①欄に規定する端末回線伝送機能の料金の原価に、繰り延べ措置を行った額に利息を

加えた額を加えるものとします。 

 

 

 




